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１ ０ 月 中 寿 能 交 番 管 内 で 特 殊 詐 欺 被 害 が 連 続 発 生 し て い ま す 。 

 区役所職員を名乗る犯人から還付金名目で電話があり、ＡＴＭで犯人の口座に振り込んでしま

ったり、警察官を名乗る犯人に、お金を振り込んでしまったものなど、特殊詐欺被害が連続発生

しています。 

 ＡＴＭを操作してお金が戻ることや、警察官がお金の振り込みを指示したり、 

キャッシュカードの暗証番号を聞いたり、カードを預かることはありません。 

 それは詐欺です！ すぐに電話を切り、大宮警察署に相談して下さい。 

※ この他に県内ではＳＮＳ型投資詐欺やオレオレ詐欺被害も発生しています。 

               

大 宮 警 察 署 
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～ Ｓ Ｎ Ｓ 型 投 資 詐 欺 と は ～ 
 ＳＮＳ等で投資を勧め、投資名目に金銭を騙し取る
詐欺です。犯人は、ＳＮＳ（ＬＩＮＥなど）でやり取
りしてお金を指定した口座に送金させ、偽アプリやサ
イトで利益が出ているように表示して見せます。 
 出金しようとすると、出金するには手数料 
がかかる、今やめると元金が戻らないなどと 
出金させないようにし、その後、出金できな 
いまま犯人と連絡がつかなくなるという詐欺 
の手口です。 
 騙されないで！確実に儲かる投資話は詐欺です！ 

 

 

車両を提供する行為の禁止 

   酒気を帯びていて、飲酒運転をするおそれのある者に対し、車両等を提供する行為を禁止しています。 

   違反した場合、車両等の提供を受けた者が飲酒運転をしたときは、運転者と同じ罰則が科せられます。 

※ 運転手が酒酔い運転した場合：５年以下の拘禁刑または 100万円以下の罰金 

   運転手が酒気帯び運転した場合：３年以下の拘禁刑または 50万円以下の罰金 

酒類を提供する行為の処罰 

   飲酒運転をするおそれのある者に対して酒類を提供した場合に、酒類の提供 

  を受けたものが飲酒運転をしたときは、その程度に応じて罰せられます。 

飲酒運転されている車両等に同乗する行為の禁止 

   運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運搬することを要求・依頼して、その者が飲酒運転 

  している車両等に同乗することを禁止しています。 

※ 酒類を提供する行為、同乗する行為ともに 

      運転手が酒酔い運転した場合：３年以下の拘禁刑または 50万円以下の罰金 

      運転手が酒気帯び運転した場合：２年以下の拘禁刑または 30万円以下の罰金 

 飲酒運転根絶のため「飲んだら運転しない」「飲んだら運転させない」 

「運転する人に飲ませない」を徹底して下さい。 


